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資料 i厚生労働省 「毎月勤労統計調査J、大阪府 「毎月勤労純剖調査地方調査」

(と)年 平均月間実労働時間を12倍したものである。

図表 3-10 年 間所定外労働時間 (残業時間)の 推移 (全国 ・大阪府)
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項 目 所定内労働時間 所定外労働時間 年間実労働時間

集 計 事 業 所 計 1950 2014

産

業

,J

分

類

建 設 業 1945 147 2023

製 造 業 1975 2055

運 輸 ・ 通 TH業 1976 2115

卸 売 ・ 小 完 業 1974

金 融 ・ 保 険 業 1,350

不 動 産 業 1911

サ ー  ビ  ス  業 1,918 122

企
業
規
模

30  ～   99  人 1971 134 2,033

100    ～    499    人 1)933

5 0 0人 以 上 1926

資料 i大阪府南工労働部 「基本的労働条件調査報告書」
〈注)1時 間未満は切り捨て。

6 週 所定内労働時間

週所定内労働時間は39時間07分で、前年に比べ4分

増加

平成16年7月末現在、一事業所平均の週所定内労働

時間は39時間07分となっており、平成15年の39時間03

分に比べ 4分長くなっている (図表 3-12)。 なお、

平成9年4月 1日から、これまで適用が猶予されてい

40,00

39:39

391

図表 3-11 常 用労働者の年間労働時間 (大阪府)

38130

た事業所についても週40時間労働制が全面的に適用さ

れている。

週所定内労働時間が40時間以下である企業の割合は

942%(前 年比04ボ イント増)と なっている。

これを企業規模別に見ると、「500人以上規模Jが

986%(前 年995%)に 対し、「30～99人規模」では

895%(前 年889%)と なっており、格差は前年と比

較すると、15ポ イント減少している (図表 3-13)。

(単位 :時間)
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図表 3-12 週 所定内労働時間の推移 (大阪府 ・一事業平均)
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図表 3-13 企 業規模別週所定内労働時間が40時間以下の書!合 (大阪府)

(“)

30～ 99人 拘0-490人                500人 以上

資料 !大阪府南工労働部 「基本的労働条件調査報告書J

図表 3-14

Ⅲ 0

資料 !大阪府南工労働部 「基本的労働条件調査報告書J

産業別 週 所定内労働時間が40時間以下の書J合 (大阪府)

(“)

産業,1にみると、「金融 ・保険業」で1000%と なっ

ているのに対し、「不動産業Jで は864%と 最も低く

なっている (図表 3-14)。

7 週 休 2日 制の普及状況

府内の週休 2日制以上を実施している企業の割合は

951%

週休 2日制の普及状況について、全国の状況を厚生

労働省 「平成16年就労条件総合調査」からみると、何

らかの通休 2日制 (完全週休2日制、その他の週休 2

日制)を 実施している企業の割合は平成16年1月 1日

現在で897%と なっており、前年比13ポ イント上昇

した。

4ヽ4



図表 3-15 週 休 2日 制採用企業割合の推移 (全国)

資料 t厚生労働省 「就労条件総合調査J

図表 3-16 適 用される労働者の割合の推移 (全国)

企業規模

年
30～99人 100～299人 300～999人 1000人以上 全規模 完全週体 2回 制

平成13年 909 953 964 950

平成14年 905 946 957 940

平成15年 91S 947 913 913 571

平成16年 907 930 898 567

資料,厚t労働省 「就労条件総合調査J

i     ま た、完全週休 2日制の実施企業割合は390%と 、  上 の週休 2日制を実施している企業の割合は、「500人

ヤ    前 年に比ぺ31ボ イント上昇している (図表 3-15)。   以 上Jで 782%に 達しているのに対し、「30～99人J

何らかの週休 2日制の適用を受ける労働者の割合は  で は662%と なっている。

898%で 、「完全Jで は567%と 、労働者の過半数は   完 全週休 2日制の普及率では 「500人以上Jが 726

完全週休 2日制となっている (図表 8-16)。      %と なっているのに対し、「30～99人Jは 445%と なっ

ただし、企業規模による格差は大きく、完全週休 2  て いる。

日制の実施企業普1合は、従業員1,000人以上の大規模   業 種別でみると、隔週以上の週休 2日制の普及率は、

企業が735%(適 用労fgl者数割合では732%)で ある  最 も高い 「金融 ・保険業Jで 100%、 最も低い 「製造

十    の に対し、従業員100人未満の小規模企業では343%  業 Jで 595%と なっており、完全週休 2日制の普及率

(同357%)に しか達していない状況である。      の 最も高い業種は 「金融 ・保険業」で977%、 もっと

また、大阪の状況を、大阪府総合労働事務所 「基本  も 低い業種は 「製造業Jで 399%と なっている。

的労働条件調査」からみると、平成16年7月 現在で

「何らかの週休 2日制Jを 実施している企業の割合は

932%、 「週休 2日 制を越える週体制Jを 実施してい

る企業の割合は19%と なっており、「週休 2日制」以

上を実施している企業は9割を超える水準に澤してい

る。週休 2日 制を実施している企業のうち隔週以上

(隔週、月 3回、完全)の 週休 2日制の実施企業割合

は696%で あり、前年比07ポ イントの増加となって

いるが、「完全」実施企業は、前年比で08ボ イント減

少し534%と なっている (図表 3-17)。

企業規模別では、大企業ほど普及率が高く、隔週以

Ｆ

Ｌ

企業規模

年
30～99人 100～299ツ( 300～ 999人 1000人以上 全規模

完全週休 2日 制
採用企業の割合
(全 規  模 )

平成13年 897 955 965 980 336

平成14年 946 962 974 337

平成15年 866 920 953 359

平成16年 887 915



図表 3-17 隔 週以上の週休2日制の普及状況 (大阪府)

(単位 t%)
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資料:大阪n商 工労働部 「基本的労働条件調査報告書」

「

ゴ

口 うち完全

□月3回 十隔週

146



49 5           43 4

図表 3-18 労 働者 1人平均年次有給休暇の推移 (全国)
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資料山所 !厚生労働省 「賃金労働時間制度等総合調査J

8 年 次有給休暇取得状況

取得

厚生労働省 「平成16年就労条件総合調査」によると、

平成15年の 1年間に企業が付与した年次有給休「侵日数

(繰越日数を除く)は 、労働者一人平均180日となっ

ており、うち労働者が取得した日数は85日で、前年

に比べ03日減少した。また、取得率 (付与日数に対

する取得日数の割合)は 474%と なり、前年に比べ07

ポイント低下した (図表 3-18)。

府内の状況を大阪府総合労働事務所 「基本的労働条

件調査Jか らみると、平成15年8月 1日から平成16年

7月31日までの1年間の年休付与日数 (繰越分を除く)

は169日、取得日数は68日 となっており、取得率は

409%と なっている。

これを企業規模別にみると、付与日数は 「30～99人

規模」が161口 (前年162日)、「100～499人」力f171

日 (同173日)、「500人以上Jが 182日 (同185日)で 、

企業規模が大きくなるほど多くなっている。
一方、取得率については、「30～99人」が423%

(前年440%)、 「100～499人Jが 402%(同 414%)、

「500人以上Jが 385%(同 377%)と なっている。

Ｆ

Ｌ

府内労働者の年次有給休暇取得日数は63日、

率は409%
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